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中華民 国 期前半の 間島 に おける 対朝鮮人教育政策 と民族教育運動

権 寧　　俊 （県立新潟女子短期大学）

は じめ に

　本稿の 課題は、中華民国初期 の 間島地域 （現、

延辺朝鮮族 自治州）
1
に おける朝鮮人教育 を中華

民国地方政府の 対朝鮮人教育政 策と朝鮮人民族 教

育運動の 展開の なか で明 らか にす る こ とで ある。

　 こ の 地域の 朝鮮人教育は清末か ら続 い て お り、

中華民 国期に は普及が 進ん だ 。 当時の朝鮮人学生

が通 っ て い た 学校を大 きく分ける と次の 通 りで あ

る。  朝鮮総督府直営輔 助学校 （以下、日本学校）、

  朝鮮 人私立学校、  宗教関係私立 学校、  民族

団体経営学校、  中国官立学校、  その 他 の 学校

など。本稿で は、場合に よ っ て       を統合 して

「民族学校」と呼ぶ こ とに する 。

　当時 の 朝鮮人学生は 、朝鮮語、中国語、日本語

など 3 言語が学 習 で きる理想的な教育環境に あ っ

た に もかか わ らず、日本 と中国、さ ら に 日本植民

地 下 の 朝鮮 とい う敏感な政治的問題 の た め に 、日

本学校、中国官立学校、民 族学校 などを選択 しな

けれ ばな らなか っ た 。 と くに、日本と中国との 狭

間で 教育 的関与 を受けなけれ ばならない 非常 に困

難な立場に置か れ て い た 。 また 、こ れ らの 学校の

ほ とん どが初等教 育に とどまっ て お り、学制や教

科書な どが 統
一

され て い なか っ た 。 こ れ は当時の

朝鮮人教育 に お い て 大 きな問題点 となっ て い た 。

こ れ ら の 問 題点 は先行研 究に お い て も明らか に

な っ て い る。

　本稿 の 課題 と かか わ る先行研究と して は 、1990

年代に入 っ てか ら発表され た槻木瑞生 、竹中憲一、

朴龍玉 の 研究が ある
2
。 こ れ ら の 研究は 、中国朝

鮮人教 育の 近代化過程を日本 ・
中国 との 関係に焦

点 をあ て て 分析 して い る。しか し、中国政策に焦

点 をあ て た結果、朝鮮人 の 民族教育運動やそ の 政

策に 対 応す る朝鮮 人側 の 動 きは欠けて い る 。

　本稿 で は、如上 の 研究 を踏まえて 、中華民 国地

方政府 の 対朝鮮人教 育政策を考察 し、それに対応

して 展開された朝鮮 人民族教育運動につ い て検討

する。具体的 には、第 1に、民国地方政府の対朝

鮮人教 育政策 の 過 程 と そ の 背景 を明 ら か に した

い 。第 2 に、当時朝鮮 人民族団体や宗教団体に よっ

て 行な われた 「民族教育運動」の 過程 とそ の意義

に つ い て検討す る。

1．民国地方政府の 教育方針と朝鮮人教育

1 ．吉林省公署の対朝鮮人教育政策

　1912年 1月 1 日、辛亥革命に よ り清国が 倒れ、

南京臨時政府が成立 した。南京臨時政府 （そ の 後、

北京政府）は、朝鮮 人教育 を各地方政府に任せ て 、

各地方に お い て 官立学校 を設立 した 。 そ の学校 に

朝鮮 人子弟 を入学 させ る とともに、朝鮮人が設立
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した私立学校を中国の学制に基づ い て管理 し よ う

と した 。

　当時の 間島に お い て は、大多数の居住民が 朝鮮

人で あっ た 。 そ の た め に 、中国官立学校で は 中国

人の みを教える学校は少な く、朝鮮人 との 共学或

い は朝鮮人 の み の 学校が 多か っ た 。 そ こ で 、吉林

省公署は 中国人子弟 と朝鮮人子弟 を同 じ学校 に通

学 させ 、同化教育を実施 した 。

　 1912年に吉林省延吉道教育行政会議が 開かれ、

朝鮮人教育に た い する決議案が出された。そ の 内

容 は次の 通 りで ある。「教育 （朝鮮人教 育）にお

い て は 同化教育を実施 しなけれ ばならな い 。そ の

もっ ともよ い 方法は、中国人子弟と朝鮮 人子弟 を

同 じ学校に通 学させ 、同 じ質の 教育を実行 させ る

こ とで ある 。 こ うすれば朝鮮人教 育の 問題 を解決

し、統一融和 を達成す る こ と がで きる。またそれ

だけで な く、お互 い の 意志の 疎通がで き、こ とば

を利用 した漢化教育 （原文は感化 教育）が 自然 に

効果 をあげる こ と に もなる」
3

。 こ れ は 、朝鮮 人 と

中国人の学生 の 融和 をは か り、同 じ学校へ の 通学

を実行 して 同 じ内容 の 教育を行なうべ きで あ ると

い う方針で あ っ た 。

　当時、間島に は官立学校は 養正学 堂 な ど 12校

あ り、中国人教員 17 人、朝鮮人教員 10人、学生

数 523人 とな っ て い た
4
。 こ れ らの 官立学 校 は、

清末か ら間島における 日本の 影響力の 浸透 に対応

して つ くられた学校で あっ た
5
。

　そ こ で 、吉林省公署 は官立学校 を増設 して 、朝

鮮人子弟を日本 の 影響下 か ら切 り離 し、新政府の

政策に そ っ た 同化政策を行お うと した。しか し
一

方で は 、学生 か ら授業料 も徴収 しなか っ たか ら、

財政は困難iで あっ た 。 さらに、既 設 の 学校 の なか

で も維持が困難とな っ て閉校する学校が で た
6
。そ

の た め、官立学校 を増設す る よ りは既存の朝鮮人

の 民族学校 を中国 の学制 に もとつ い て統
一

し、朝

鮮人 の 教育 を中国の 統制下 に お こ うとする方針が

提起 され た 。 そ の 方針 が 本格 化 され た の は 1915

年の 「劃一墾民教育弁法」 （朝鮮 人 を統合す る た

め の教育弁法 ：以 下、教育弁法）公布以降で あ っ た 。

2 ．「劃一墾民教育弁法」公布 と朝鮮人学校の 対

応

　 1915年 5 月に日本 は 、中国に 「21 ヵ 条の 要求」

を強要 した 。 そ して 「南満州及東部内蒙古に関す

る条約」が 「第 2号案件」 と して締結 され る と、

日本 の 朝鮮人にた い する学校教育が
一

層強化 され

る よ うにな っ た。

　日本は こ の 「条約」を締 結 した の ち、条約の す

べ て の 規定は朝鮮 人 に も適応 され る と主張 した
’

。

しか し、北京政府 は、朝鮮人 にた い して は こ の 条

約 で はな く、1909年 9月に締結 された 「間島条約」

が適応 され るべ きだ と主張 した
8
。日本は、事実

上 日本 の 勢力範囲で ある奉天省と吉林省を 「南満

州」 と規定した。それ に したが えば 間島は 「南満

州」に な っ て い た。朝鮮人は 「日本 の 臣民」に なっ

た の で、「間島協約 」は 自動的 に 消滅する、とい

うの が 日本 の論理 で あ っ た。こ の 両国の 主張は移

住朝鮮人 に対 して 中国の 法権が及ぶ か どうか をめ

ぐ っ て の 深刻 な問題で あ っ た 。 中国は 、日本 が

「21 ヵ 条条約」を根拠 として 朝鮮人を利用 し間島

地域 の 統治をね ら っ て い る、と考えた 。 そ の た め

に、朝鮮人学校教育へ の 統制が
一

層強化され た 。

　 1915年 6月、吉林省延吉道尹 （長官）の 陶彬

は、「教育弁法」を制定 した 。 こ の 教育法は 、朝

鮮人私立学校を中国の 学制 に よ っ て 統一
し、朝鮮

人 の 教育を 中国の 統制下 に お こ うとい うもの で

あ っ た。「教育弁法」（全 16 条 ）の 主 の 内容は 次

の 通 りで あ る。  教科書は中国教育部が 検定 した

もの を使用する こ と （第 3 条）、  中国語を毎週

最低 12 時間学習する こ と （第 4 条 ）、  そ の 際小

学 1〜2年生 の 教科書は朝鮮語で 翻訳 して 教授 し、

3年生か らはすべ て の 授業は中国語 で 行 な うこ と

（第 5条）、  学校は卒業式な どの祝祭 日に は必ず

中華民国 の 国旗掲 揚 と国歌 ・校歌 を斉唱する こ

と （第 9条）、  朝鮮人私立学校は学生 数 20 人 以
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［表 1］ 1915 年 の 間島朝鮮人私立学校の 週課程案

曜 日＼ 時 間 1 2 3 4 5 6

月 中語 修身 国文 算術 体操 中語

火 中語 国文 国文 算術 体操 中語

水 中語 国文 国文 算術 唱歌 中語

木 中語 国文 国文 算術 体操 中語

金 中語 国文 国 文 算術 唱歌 中語

土 中語 修 身 国文 算 術 図画 中語

（注）上記課 程案は 初等小 学校の もの で、高等 小学生で は朝鮮歴史 ・朝鮮地理、理 科、農業 （男 子 のみ ）、裁縫 （女子 の み）、外

　 国語 （主 に 英語 〉な どが 加 わ れ て いた。な お、「中語」 は中国語の こ とで あ り、「国 文」 とは、漢文 と本来 中国人を対象 と し

　 た 「国語」 の こ と で あ っ た。
（出所） 「延辺朝鮮族 自治州教育志 」 編纂委員会 編 r延 辺朝鮮族 自治 州教育 志』 延 吉、東 北 朝 鮮 民 族教 育出版社、1992 年、p，47

　 よ り作成。

上 をもた なけれ ばならない し、教授 は他 の 学校 と

同様に行なうこ と （第 13条）、な ど。こ れに違反

す る学校はすべ て廃校する （第 14条）とい う規

定 もあ っ た
9

。 こ の 他 に、中国人教員の 採用 、私

立学校 の 中国官立学校へ の 改組なども含まれ て い

た。

　「教 育弁法」は、日本に よ る 朝鮮人学校関与 に

た い する 吉林省延 吉道の 対応措置と して 行な われ

た 。 こ の弁法を実施する前 に陶彬は、管内の 朝鮮

人 私立学校に 官 吏 を派遣 して 、「教育弁法」 を実

施する た め の 交渉 を行な っ た 。 和龍県の知事も学

務監 を各私立学校 と私塾に巡回 さ せ 、同法の 説明

を行な っ た。朝鮮 人側 は 、「教育弁法」の 実施 に

反対の 立場を表明 した 。 特に、中国語の授業 時間

の 多 い こ と に た い して 強い 反対が あ っ た
10
。「教

育弁法」は朝鮮人側 の 反対 に もかか わ らず公 布さ

れ た 。

　こ の 「教育弁法」公布後、中国語授業が実施さ

れ た 間島地方の 朝鮮 人私 立学校 の 授業時間割の
一

例 をあげる と、「表 1」の 通 りで ある （1916年 「国

民学校令」発布に よっ て 、初等小学校は 4 年制の

国民学校 と 2 年制の 高等小学校 に改組され た）。

　「表 1」 の よ うに 、科 目時間 の合計は、中語
11

（12）、国文 （10）な ど合 計 （36）で あ っ た 。 週

12時間 の 中国語教育は初等小 学 1年生か ら 4 年

生 まで 続けられ た 。 教科書は中国教育部が検定 し

た もの を使用した 。 中国語の授業 で は、前半年（1・

2 年生 ）は初歩的な中国語の 発音 と文 字 を教え、

後半年 （3 ・4 年生）は 中国語 で授業が 聞け る水

準が要求された 。 そ して 、高等小学か らは 中国人

学生と同 じカ リ キ ュ ラ ム で授業が行 なわれた 。 こ

れ は 、「壬子学制」 （1912年 9 月公 布） の 「小学

校令」に よ る もの で あり、他の 中国初等 ・高等小

学校で も同様で あ っ た。つ ま り、「教育弁法」に よ っ

て朝鮮人学生 は 中国人学生 と同 じ く、中国学制に

従 っ て 授業を受ける ように な っ た の で あ る 。

　同年 8月に 、各朝鮮人私立学校 の 教 員 た ちは 、

そ の 対策の ため の協議を行 な っ た 。 彼 らは 次の条

件を出 して民国側 との 交渉す る こ とを決議 した 。

そ の 内容は以下の 通 りで ある
12

。

　  官憲に 指定 した学校 区域 内 に居 住する者

　　は、子弟を所轄の 学校 に 入学 させ る こ と 。

　  学校所要経費は指定区域内の 居住民が負担

　　 と す る こ と 。

　  　教科書はすべ て朝鮮語に翻訳 して教授する

　　 こ と 。

　  尋常予備班を加設する こ と。

　  　中国語の 授業は毎週 6 時間とする こ と。

　   体操 は毎週 4時間とする こ と 。

　   派遣 中国人教師の給料は官給 とする こ と 。

　 こ の ように、学 区入学、経費の住民負担 な どに

つ い て は地方政府 の 意見を受け入れなが らも、教
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科書の 朝鮮語訳、朝鮮語授業を行なうこ と、中国

語 の 授業を少な くす る こ と、朝鮮人移住者 の 子弟

は定住性 に乏 しく流動 的 で あ るため に、「尋常予

備班」を設 けて 補習教育 を行 な うこ と、などが提

案された 。 そ の 結果、地方政府はほぼ民族学校 の

教員た ちの 提案をとりい れ、さらに現在行 なわれ

て い る朝鮮歴史 と朝鮮地理 の 授業 は黙認す る こ と

に した 。

　以上 の ように、朝鮮人側 は 「教育弁法」を無視

す る こ とはで きなか っ た。それ は、日本 と中国の

狭 間にあ っ た朝鮮人が 、公然 とこ の 法に反対する

と、教育へ の 日本側 の 干渉 を受ける恐れが あっ た

か らで あ る。それ は民族学校の 存続を危うくする

こ と に繋が るか らで あ っ た。一
方、地方政府は朝

鮮人私立学校 の 提案を取 り入れ こ とに よっ て、朝

鮮人 の 不満 を抑 えた。それ に よっ て朝鮮人の 「親

中反 日」感情 を呼び起 こ す狙い が あっ た の で ある 。

そ の ため に、当時 の 教科の うち反日教育を中心と

した 朝鮮歴史 と朝鮮地理 の 授 業を黙認 したの で あ

る 。

　 しか し、朝鮮人私立学校 の す べ て が各朝鮮人私

立学校の教員 た ちが提議 した条件 で 教育を行なう

こ と で は なか っ た 。 「教育弁法」 に もとつ い て 授

業 をする 私立学校 も少 な くなか っ た。つ ま り、中

国語 の 12時間授業 をそ の まま実施する 学校 も多

く存在 した。それ らの 学校は小規模 の 学校や琿春

県 な ど朝鮮人が少 ない 地域 に お い て 行なわ れ た 。

琿春県で は 、朝鮮 人私 立学校 は少な く、公立 ・県

立 学校が 多か っ たため に、「表 1」 と同様の カ リ

キ ュ ラ ム で授業が行 なわれ て い た 。

　 また、「教 育弁法」は朝鮮人 の 私立学校 だけ で

な く、宗教学校や 日本学校に も適用 された 。 しか

し、宗教 団体や 日本政府が北京政府に強 く抗議し

た結果 、それ らの学校に つ い て は 「教育弁法」 の

適用 か ら除外 された
13

。

　以上 の ように、「教育弁法」に よ っ て朝鮮 人民

族学校は、宗教学校や 日本学校な どを除 い て 、ほ

とん どが 中国の 学制下 に統一
され た。民国県立 ・

公立学校 と同
一

カ リキ ュ ラ ム また は、それに近 い

形 に運営 される こ とに な っ た。「教育弁法」の 公

布は、朝鮮人 を 日本の 支配下か ら切 り離すため の 、

日本 に た い する対抗措置で あ っ た 。 「間島協約」

に よ っ て 間島は中国の 領土 とな っ たが、居住者の

大部分 は朝鮮人で あ っ た。日本政 府は朝鮮人 を韓

国併合 に よ っ て 「日本臣民」に な っ た と考えて い

た。そ の ため に 、 民国地方政府は、朝鮮人を統制

下に おか なければ、間島の 支配体制を確立する こ

とは で きない 、と考えた 。 その 対策として 、教育

で は 中国の 学制に よ る統制を行な い 、法制面 で は

朝鮮人 の 中国へ の 帰化を促進させ る とい う方策が

進め られ たの で ある
14

。

3 ．吉林省公署 の 朝鮮人教育経費補助

（1）朝鮮人教育の 経費補助

　そ の 後 も朝鮮人私立学校 に たい する民国側の教

育関与は 続 い て い た。1917年 6 月 に は、朝鮮 人

教育経費補助に 関す る延吉道公署の指示が 出 さ れ

た 。 そ の 内容は 次 の 通 りで あ る 。「延 吉 ・琿 春 ・

和龍 ・汪清 4 県は、朝鮮人 （原文 は懇民）が 大多

数を しめ て い る 。 彼らをわが管轄範 囲に置こ うと

する ならば、必ず教育方面か ら着手 し なけれ ばな

らな い 。しか し、言語障壁 が あ っ て教育を実施す

る の が非常に 困難 で あ る 。本署は 今各県の 勧学所

所長を招集 して 会議 を開き、そ れ に対する 研究を

して い る 。 ［中略］朝鮮 人教育 を根本的に解決す

る た め に は、必 ず各県の 勧 学所で は 国語教員 を派

遣 し国語 を教え同化 をはか る こ とで ある 。

一方で

は監視 を強め 日本人 の計略に 巻き込まれ ない よ う

に しなければな らな い
。 国語教科書 はすで に本署

で 2 冊 を発行 し て い る が 、各学校で は それ を
一

律

採択す る。各県の 教 育経費が 不足 して い る と こ ろ

に 国語教員の 月給を負担 させ る の は、さらに困難

を招 き、無駄な時間が過 ぎて空論 になる恐れがあ

る 。 そ の た め 、本署 で は、朝鮮人教育経費を 4 県

の 学生 数の 多少に よ っ て配分 して 自給するつ もり
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［表 2］ 間島 に おける年度別中国官立学校 の 新設状況 （1929 年現在）

年 度 学校 数 教 員数 学生 数

1905 1 6（3） 128（114）

1907 1 4（3） 142（140）

1908 1 4（0） 177（134）

1909 1 4（4） 145（145）

可910 2 6（3） 28〔×213）

1911 3 17（6） 414（373）

1912 4 8（5） 25〔X231）

1913 3 7（4） 243（183）

1914 2 7（3） 196（160）

1915 2 5（3） 162（126）

1916 6 12（7） 350 （299）

1917 18 33（28） 983（936）

年 度 学校数 教員数 学生数

1918 5 1Q（8） 222（198）

1919 4 8（6） 241（237）

1920 6 11（9） 305（279）

1921 15 36（31） 945（900）

1922 9 20（14） 459 （434 ）

1923 7 13（12） 427（427）

1924 1 3（3） 156（141）

1925 3 9（6） 314（314 ）

1926 4 6（6） 178（176）

1927 6 9（6） 301（299 ）

1928 4 9（9） 297（297）

合計 108 247（179） 7．315（6．756）

（注） 上記の 学校 は、朝鮮人学生が全学生の 3分 2以上 を 占め て い る 学校 の み で あ る。教員数 と学生数は 中国 人 と朝鮮人の 合計

　 の 数 で あ る。た だ し、（ ） 内の 数は 朝鮮 人の 数を示 す。上記 の 学校 には、延 吉県、和 龍県、汪 清県、琿 春県の 他 に長 白県

　 が 含ま れ て い る。長 白県 の 新設 学校 は、1912 年 1校 （教員 3 名、学生 93 名 〉 と 1917年 6校 （教 員 11名、学 生 188名）

　 のみ で あ り、教員 と学生は すべ て 朝鮮人で あ っ た。
（出所） r支那側 設 立朝鮮人学校」 （桑原 忍 著 r在 満朝鮮人 と教育 問題』、中 日文化協会、1929年、pp．83〜91）。玄 圭 煥編 r韓

　 国流 移民 史』 上 巻、ソ ウル、興 士 団 出版部、1979 年、pp．498 〜501 よ り作 成。

で あ る。各県の 補助 金の 配分 は 、毎年和龍県は銀

貨 （原文で は大 洋）900元 を、延吉県は 600元 を、

琿春県も600元を、汪清県 も600元 を採択 した 。 （各

県の勧学所 は）現在 の 規定 に した が っ て 、今年 7

月か ら本署 で 受領する こ と」
15

。

　 こ の ように 、延吉道公署は 間 島の 朝鮮人教育に

た い し て 手当 て と して 2700元 の 教育補助金 を支

給 し た 。 こ の補助金は、  国語教員 を派遣 して 朝

鮮 人学生 に 中国語を教 え同化 をはか る こ と、  朝

鮮 人 が 日本の 計略 に 巻 き込 まな い よ うに監視を強

め る こ と、  国語教員の 月給 な ど の た め の 手当て 、

な どで あっ た。しか し、延吉道公署が朝鮮人教育

に た い し て 、2700元の 教 育補 助金 を支給 して い

た にもか か わ らず、中国人教員は朝鮮 人子弟に対

す る 中国語 の 授業をサ ボ タ ージ ュ す る な ど、同化

の 実 を上 げて い ない こ とが 指摘 された。そ の 対策

と して 中国語教員を増加 し、教員 の レ ベ ル をア ッ

プ させ る こ と に な っ た。また、各学校に報告 の 義

務 を与え、教育の 監視 を強化す る ように な っ た 。

　1919年 11 月 に は、吉林省公署は朝鮮人 に た い

する教育費補助金 を
一

挙に 約 4倍 の 1万元 に増加

し、朝鮮人教育の 強化をはか っ た
16
。こ の 背景に

は、朝鮮人学生 に た い する中国語教 育強化 とい う

ね らい が あ っ た。

（2 ＞吉林省公署の 「朝 鮮人教 育費補 助弁法」 の

　公布

　「表 2 」に よれ ば、清末に お い て は新設学校 が

9 校 の み で あ っ たが、1912年 の 南京 臨 時政府が

成立する と 12 校とな り、さらに 「教 育弁法」の

制定に よ りそ の 数が
一

層 増加 した。1916年か ら

学校の 数が増え て い た。こ れは 「教 育弁法」が制

定 され た結果で あっ た。こ の 法に よ っ て 、既存の

私立学校 の 中国官立 学校へ の 改組 も行なわれ た、

と考 え ら れ る 。 1920年か ら 1922年 に か けて 30

校が 新設さ れ た 。 30 校 とい う数は 1907年以来 の

新設 され た学校数の 40％ に あたる。 こ の 理 由 は

朝鮮人教育に た い して 教育費の 援 助が行 なわれた

か ら で ある 。 地方政府の 朝鮮人 に たい す る同化教

育 の 強制は 中国官立 学校新設だけで はなか っ た。
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既存の 中 国官立学校に も朝鮮 人学生 の 入学 が進

み 、中国語教育が 強化 された 。

　 1921年 7 月、吉林省公署は 「朝鮮 人教 育費補

助弁法」（「墾民教育省費補助弁法」）を公布 した。

こ の 法の 内容 は次の 通 りであ る
17
。  教育部の 認

定教科書を使用 し、国語 （中国語）を教授する こ と、

  各学校 に 20人以上在籍 して い る こ と、  教員

は師範学校 の 卒業生或 は合格者 とする こ と、  中

国人学生 と朝鮮 入学生が共学 して い る国民学校で

は、朝鮮人 クラ ス を設置 し、そ の ク ラ ス に補助金

を支給す る こ と、な どで あ っ た。支給方法に つ い

て は、学級 数 に よ っ て補助金 を決め、各学年 240

元 を超 えない 金額 とし、配分は県知事 の 監督所所

長が行 なうこ とに した 。

　 こ の よ うに 、「朝鮮入教育費補助弁法」 の 公布

は前述 した 「教育弁法」 の 延長線 として 行なわ れ

た。「教 育弁法」施行は朝鮮 人学校 の 許認可 権を

盾 に中国の 同化教育を強制する とい う政策が採 ら

れた。引 き続 き 「朝鮮人教育費補助弁法」が 公布

され た。朝鮮人私立学校を援助する こ とに よ っ て 、

朝鮮人学生 にた い する中国語学習 の 活性化を は か

る政策が と られた。こ の 両 「弁法」に よ っ て 、「親

中」的立場 を とる朝鮮人私立学校は増加 した 。 そ

れは両 「弁法」の効果を表わす もの で あ っ た 。

　以 上 の ように 「教育弁法」と 「朝鮮人教育費補

助弁法」の 公布によ っ て は、中国 の 地方政府は朝

鮮人 教育 に力 を入 れ た。日本が 中国側に 「21 ヵ

条の要求」を提 出する こ と に よ っ て 中国侵略の 意

図が本格化 したた め に、地方政府は 日本の 勢力下

に 朝鮮人が吸収 され る こ とを恐れ た 。 そ れ ゆ え、

朝鮮人 に た い す る教育関与 を通 じて 朝鮮人懐柔策

をとろ うと した の で ある 。地方政府 は朝鮮人私立

学校 を中国 の学制下 に 管理 する と共に、朝鮮人懐

柔策と して教育経費の 補助 も行 うこ と に な っ た 。

そ の背景に は、日本の 朝鮮人私立学校 へ の 積極 的

な教育関与政策があっ た 。 日本は間島及び満州全

地域 に お い て朝鮮人教育 の 施設を新設あ る い は補

助 しなが ら、植民地教育 を進め て い た 。 それ を民

国当局 は恐 れ て い た。1917年の 琿春県知事の 「朝

鮮 人学校 と朝鮮人 の 実態 に た い する調査報告」に

よれば、「最近 日本 領事館 は、朝鮮人 （原文は懇民）

を誘 き寄せ た り買収した りして朝鮮人教育 （原文

は懇民教育）を破壊 しようとして い る 。 こ の まま

い けば朝鮮人は我 々 か ら離れ、結局は今推進 して

い る我が教育 の 目標は 達成 で きな い こ と に なるだ

ろ う」
18

と述べ て い た 。 そ の た め 、吉林省公署 は、

朝鮮人教育の 補助費を出 して 中国語教育を通 して

朝鮮人 の 同化をは か ろ うと した 。

（3）朝鮮人教員 養成の 問題

　中国地方政府は朝鮮人教 員養成 に も力を入れ て

い た。吉林 省教 育庁 は 1915年 4 月に 「延吉道立

小学校教員講習所 」 を設置 し た。高等小学校 の 卒

業以上 の 小学校教員 を対象と し、 1年間教え て い

た e こ の 学校 は同 年 11 月 に 「延吉師範講習所」

に 改称 し、1917年 8 月に は 4 年制 の 「道立師 範

学校」に 昇級 され た。 しか し、学習者の ほ と ん ど

は漢族 で あっ た。そ の ため、教育庁は 翌 年に朝鮮

人教員講習科 を増 設 し、朝鮮人補助教員 40 名 を

募集 して朝鮮人小学校の 教員 と し て養成 した 。 入

学資格 は小学校補助教員の 資格証を有する 人あ る

い はそ れ と同等な学歴 を有する 人 で あ り、中国語

がある程度理解 で きる 人 で あっ た 。 修学期間 は 2

年と し、教科 目として は、修身、教育学、中国国文、

中語、中国歴 史、地理 な どを教えた 。 ほ とん ど の

学生が 中国語の 理解能力が 低か っ た た め 、毎週 授

業総 36 時間の うち 7 時間 は 中 国語 教育 を受けて

い た
19
。 こ の 学校 は 1920年 7 月 に は 「吉林 省第

4 師範学校」に改名さ れ た 。 そ し て、翌年 か ら朝

鮮語 の 授 業が取 り入 れ ら れ る よ うに な っ た 。 そ の

理由は 中国人教師が 朝鮮人保護者、入学時の 学 生

と対 話す る場合 に 朝鮮語が 必要で ある と い うこ と

で あ っ た
2e
、

　し か し、朝鮮語科目を設置 して い て も漢族の学

生 た ち は そ れ ほ ど 関心がな く、朝鮮語を熱心に学

ぼ うとも し な か っ た 。 卒業者は朝鮮人学校に行 こ
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うと もしなか っ た 。そ れが、「政 策」 と 「現 状」

との 大 きなずれ で あっ た。

　 こ の 情況 につ い ては、吉林省公文書に よ く現 れ

て い る。1929年 7 月 に吉林 省教 育庁 は 「延 辺教

育の 整頓」と 「朝鮮 人教員講習所 の 経営」に つ い

て 省政府に 申請書を上 げた。こ の 申請書で は次の

よ うに 述 べ た。「延辺 4 県で は、全体の住民の う

ち朝鮮人が 70　一　80％ を しめ て お り、各県の 朝鮮

人学校 に も朝鮮人学生が大多数 を しめ て い る。に

もかか わらず、各県の教職員 （中国人 ）の多数が

朝鮮人教育の 重要 さに つ い て何 も知 らない 。 中国

人教員は朝鮮語を知 らない し、朝鮮人学生 は 中国

語 を知 らない の で 同化の 実を上 げら れない 。 そ の

た め 、吉林省立第 4 師範学校 の 師範班に朝鮮語科

目を設置 して こ の 問題に対応 し よ うとした 。 しか

し、漢族の 学生は朝鮮語を熱心に学習 し よ うとも

しない し、卒業者は朝鮮人学校に行 こ うともしな

い の で あ る 。［中略 ］こ の ような状況 か ら、朝鮮

人教育に 需要さ れ る 人材 を専 門的 に 養 成す る 教 育

機関を設置 しなければな らな い 」
2T
。

　 こ の 申請書 は省政府の 批准 を うけ、同年冬休み

期 間 に 第 4 師範学校 内に朝鮮 人講習所が設置 され

た。講習所 で は漢族学生 と朝鮮 人学生 に た い して

別の ク ラ ス を設 け、主 に 漢族学 生 に は朝鮮 語 を、

朝鮮人学生 に は中国語を教 え て い た。政府の朝鮮

人教育に た い し て の 趣 旨 も教 え込 ん で い た
2L）
。ま

た、第 4 師範学校で は朝鮮 人学生 を毎年 100名募

集する こ と に な っ た
23
。

4 ．日本の 朝鮮人私立学校に対する教育の 関与

　日本は 1909年 9月の 「間島協約」締結 と、1910

年の 「韓国併合」後、在満朝鮮人私立学校に た い

す る積極 的 な教育の 関与を行な っ た 。

　間島地方で 朝鮮総督府が 初め て設立 し た教育機

関 は 、間島普通学校 （1922年間島中央学校に改称）

で あ っ た 。 間島普通学校は設立 当初、統監府臨時

間島派 出所 の 支援下 に あ っ た 。 「間島協約」締結

後派 出所が撤廃 され、同年 （1909年 ）11月 に 日本

総領事館 が設 置
24

され る と、朝鮮 総 督府の 直営

教 育機関 とな っ た。

　そ の 後、間島 で の朝鮮 総督府 直轄 の 普通学校は、

間島普通学校 （1908年） をは じめ 、局子 街普通

学校 （1915年）、頭道溝普通学校 （1916年 ）、百草

溝普通 学校 （1917年）、琿 春 普通学校 （1918年）

な ど 5 ヵ 所に増えた。こ れ らの 学校は朝鮮の 咸境

北 道 の 管轄 に属 した。そ の 経営は朝鮮 内地 と同様

で 、そ の 経費は咸境北道 の 地方費か ら出 された。

職員 の 身分は普通学校の 訓道で あ り、朝鮮の 会寧

普通学校 に籍を置 い た
25

。 朝鮮総督府は こ れ らの

学校 を朝鮮 の 公立普通学校 と同等の 資格 と して 認

め て い た 。

　 また、その 管理下 の 補助書堂 は間島総領事館管

内に 13 ヵ 所、局子街領事分館管内に 7 ヵ 所、頭

道溝領事分館管内に 9 ヵ 所、百草溝領事分館管内

に 1 ヵ 所が 置かれた 。

　朝鮮総督 府は間島で は、普通学校 を経 営 しなが

ら、満州各地 に 置かれ て い た 日本領事館管内の 朝

鮮人学校 に た い して 毎月教育補助金を支援する 政

策を とっ た 。 交通不 便な奥地 の 朝鮮人私立学校に

対 して も教育経費の
一部を補助 した 。 そ の 支援 の

内容は、教科書交付、教員派遣な どで あ っ た 。 そ

の 条件 として朝鮮総 督府編纂 の 教科書使用、日本

語教 育 の 普及、民族 的 な教育中止な ど をあげた 。

当時の 朝鮮総督府直轄 ・補助朝鮮人学校 を主要年

度別 の 状況 は 「表 3 」の 通 りで ある 。

　「表 3」 に よ れ ば、1917年 まで に 設立 され た

学校 の 数は 13校 で あ っ た 。 しか も、そ の 半数は

1916年か ら設 置 され て い た 。 そ の 理 由は 先述 し

た よ うに 日 本が 中国 に 「21 ヵ 条 の 要 求」 を強要

したか らで あ る。しか し、「教育弁法」の 公布に よっ

て事情は逆転 された。 こ の 状況 は 1921年 に なる

と、再変化が見 られ る。1921年に は、日 ・中国

とも 15の 学校を新 設 した。こ の 理 由は、1920年

10月、大規模 の 日 本軍が 間島 に 侵入 し、「庚申惨

変」（「琿春事件」 とも い う）が発 生 した
26

か ら
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［表 3］ 満州地域の 朝鮮総督府直轄 ・補助朝鮮人学校の 年度別情況表 （1928年 5 月）

＼年 度別 1917年迄 設 立 1921年迄 設 立 1928年 迄設 立

領 　事　館　＼ 区分 学 校 教 員 学 生 学 校 教 員 学 生 学 校 教員 学生

間 島 総 領 事 館 管 内 3 38L403 1 3 78 0 0 0

局 子 街領事 分 館管 内 1 7 312 4 16 502 0 0 0

頭 道 溝 領 事 分 館 管 内 6 25 847 13 401 ，295 3 8 257

百 草 溝 領 事 分 館 管 内 2 7 280 0 0 0 0 0 0

琿 春 領 事分 館 管 内 1 7 477 1 1 60 o 0 0

合 　 　計 13 843 ，319 19 601 ，935 3 8 257

奉 天 総 領 事 館 管 内 0 0 0 5 11 238 4 8 207

海 龍 領 事 分 館 管 内 1 2 42 1 2 40 2 4 72

通 化 領 事 分 館 管 内 0 Q 0 1 4 64 0 0 0

掏 鹿 領 事 分 館 管 内 0 o 0 1 4 46 0 0 0

安 東 領 事 館 管 内 0 0 0 4 151 ，072 4 8 256

ハ ル ビン 総領事管 内 0 0 0 o 0 0 2 2 ？

合 　 　計 1 2 42 12 361 ，460 12 22 ？

（注 ） 吉 林 領 事館 管内 の 学校 情況 は 不 明。当 時 間 島 に お ける 各 年 度 別 の 新 設 状 況 〔（）は 新 設 学 校 の 数 を 示 す 〕 をみ る と、1908

　 年 （1）、1911 年 （2）、1915 年 （1）、1916 年 （5）、1917年 （4）、1918年 （1）、1919年 （1）、1920年 （2）、1921年 （15）、1922年 （1）、
　 1924 年 （2）な どで あ っ た。
（出所）嶋 田 道彌 1935，r満州教 育史』 大連、文 教社、1935年 （青 史社、1982年復刻）、　 pp、442 〜447。桑 畑 忍 著 r在満 朝 鮮

　 人 と教育問題 』、中 日文 化 協 会、1929年、pp ．43〜51。「在 朝 外 鮮 人 教 育費 補 助 調 （1922）1 （r朝鮮 統 治 史 料』 第 8 巻、韓 国

　 史料研 究所、1971 年、pp．812 〜819） よ り作成．

で ある 。 こ の 事件に よ っ て多 くの 朝鮮人が犠牲 と

な っ た 。 また 、多 くの 民族学校が焼 き払われ、取

り締まりをうけ る よ うにな っ た。そ の ため、朝鮮

人た ちの 反日感情が よ り高まっ てい た。それ を日

本は収拾策と して 学校設置や教育を通 して乗 り越

えよ うとした 、と考える 。

　各領事館管内に設置された朝鮮人施設
・
補助学

校 の うち、間 島では朝鮮総 督府直轄 の 普 通学校

が 5 ヵ 所あ り、補助私立 学校が 30 ヵ 所 で も っ と

も多か っ た。また、補助書堂が 30 ヵ 所あ っ た
27
。

間 島以外 の 地域 で は 25 ヵ 所 で あ っ た。こ の 数か

ら、日本が間島 にお い て どの ぐらい 朝鮮人教育に

力を入れ て い た の かが よ く分か る。しか し、こ れ

ら の 学校は 間島総 領事館管内の 永新 中学校を除

き、すべ て が初等教育機関 で あ り、修業年限 は 6

年、5 年、4 年の 3 種類の もの で あ っ た 。 修業年

限が統
一

されなか っ たため、当時の 朝鮮人学生に

とっ て の進学に 困難が 生 じた 。 こ れ は 中国官立学

校 にお い て も同様であ っ た。教員 と学生 は多くの

人 々 が朝鮮 人で あ り、日本人や 中国人 の数は少な

か っ た。例 えば、間島の 5 つ の 普通学校で は、朝

鮮 人教 員 の 数は 31人 で あ っ たが 、日本 人教 員の

数 は 14人 で あ り、中 国人教員の 数は 1 人 にす ぎ

なか っ た。学生 の場合 に は朝鮮人が 2，312人 で あ っ

たが、中国人 は 4 人 しかお らず H 本人は 1 人もい

なか っ た。

9 ．朝鮮人民族教育運動の 展開

　1919年 3 月に 朝鮮半島で 「三 一運動」が 勃発

する と、同年 3 月 13 日間島で も朝鮮人民衆運動

が展開された
28

。 こ の 運動は満州 の 全域に拡大 し

た。そ の 運動の 根拠地 と して 朝鮮人民族学校が利

用 され て い た。 20年代 に入 る と、満州各地域で

多 くの 朝鮮人 自治団体が組織され た。教育面で も、

それ らの 団体の 支援 をえた民間教育団体が 組織 さ
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れ 、 民族学校の 設立 と朝鮮人の 民族教育の た め に

働 きか けて い た 。

　 こ の よ うな状況 の 中 で 、間島地域で は民族学校

が次 々 と 設立 され た 。 先述 した よ うに 日本学校、

中 国 の 官立学校 は財政補助をうけ て運営 された 。

しか し、民族学校 は、貧弱 な資金 の 小規模学校 か、

宗教団体が運営す る学校 で あ っ た 。

一
貫 した教 育

内容が な く、日本学校、中国官立学校 よ りも学校

経営に大変困難な状 況に直面 して い た。しか も、

「庚 申惨変」に よ っ て、多くの学校が焼 き払 われた 。

そ の ため、内容の 充実 した民族教育の 実施 が
一

層

要求された 。 満州各地 で各種の 朝鮮人教育会が結

成され、民族団体を中心 とした教育運動が展開さ

れた 。

　運動は、第 1に教育機関 の設置 （中等教育 を中

心）、第 2 に学制統一、第 3 に教科書統一に重点

をお い て展開 され た 。 まず、「庚申惨変」に よ っ

て破壊され た学校を建て直 し、中日両国 の教育関

与 によ っ て 民族学校の 学生数が減 っ て い くの を防

ぐため に、新たな学校の 設立が要求 された。そ の

ため に、民族団体 と宗教 団体 とは新 たな学校 の 設

立 に 力 を入れ るよう に な っ た 。

　それ まで の 民族陣営は、軍隊養成や武器購入に

大 半 の 資金 を費や して い た 。 1920年代に入る と、

対 日戦争の ため の 人材を養成す る とい う雰 囲気が

高ま っ た
29
。そ の ため に 、文化啓 蒙、反 日精神 を

高め る な どの 民族教育運動が展 開された。運動 に

は多 くの 団体が参加 した。代 表的 団体 は正 義府、

参議府、新民府で あ っ た。当時、こ の 3府が設 立
・

管理 した学校 は、正義府が 22 ヶ 所 （教 師 33名と

学生 883名）、参議府が 2 ヶ 所 （教 師 6名 と学生

49 名）、新民府が 10 ヶ 所 （教師 18名と学生 286名）

で あ っ た 。

　正義府の 学務部は、活動地域 の 南満州地域 にあ

る朝鮮人私立学校に た い して、朝鮮総督府編纂の

教科書使用、授業用語 の 日本語使用、日本の 各種

教育支援 などを拒否す る とい う訓令 を発 した
3°
。

正義府は、民族学校を設立 し、学制を初等 3 年、

高等 3 年と した 。 また 、教科書編纂運動を展開 し

て、国語 （朝鮮語）、歴 史、修身な どを編纂 して

配付 した
31

。 正義府は、軍事教育に も力を入 れた 、

優秀 な青年た ちを選抜 して雲南 ・
広州 の 軍官学校

に留学 させ、独 立戦争に必要 な人材養成に努力 し

た 。

　新 民府は、本穆 県、穆陵県、阿城県な ど北満州

地域 に お い て 、財政的 に不安定的 な学校を併合 し

た 。 本校 とそ の 支校 を置 く形式 で 設立 して 、家庭

が貧困 な学生 を中心 に 義務教育を実施 した
32

。 新

民府で も、正義 府と同様 に教科書編 纂と軍事要員

の養成に力を入れた。

　 さらに 朝鮮人教育の 問題が初等教育に とどま っ

て い た こ とに 着目して 、中等教育機関の 設立 に力

を注 い だ 。 当時間島で は、初等学校 と して は朝鮮

人私立学校 及び宗教学校が約 200 ヵ 所以 上 あ っ

た 。 中学校は、昌東学院 （延吉県 ・1912年）、光

成学校 （延吉県 ・1908年）、明東学校 （和龍県 ・

1910年）、北一中学 （琿春県 ・1917年）、正 東学

校 （和 龍県・1918年）、大邱学校 （和龍県 ・1918年）

な ど 6 ヵ 所にす ぎなか っ た
33

。 しか し、それ らの

学校は 、1919年 3 月 の 「民衆運動」と 「庚申惨変」

の た め に 、焼 き払われ る か、閉校 され て しま っ た 。

そ の た め に 、中等教育機関の 設立が強 く要望 され

て い た 。

　当時間島で 中等教育機関の 設立 に力を注 い で い

た の は宗教団体で あ っ た 。 それ は 、日本の 間島出

兵 に よ っ て、民 族団体 の 活動が制限され て い たか

らで あ っ た 。 宗教団体の うち、キ リス ト系が設立

した学校は、恩眞中学で あ っ た 。

　恩 眞は、1920年 2 月 4 日プロ テ ス タ ン ト （カ ナ

ダ長 老派）宣教 師で あるバ ル カ ル （AH ．Barker）、

プ
ー

テ （WRFoote ）な どに よ っ て、延吉県龍井

で 設 立 された。初代校長 は プ
ー

テ で あ り、顧問 と

して キ ム ・ヤク ヨ ン （金躍淵 ）、リ
・ビ ョ ン ハ （李

炳夏）、バ ク ・レ ス （朴礼 獣 ）な どが就 任 した。

学制 は 5 年制 で あ り、教 科 目は 自然 科学 を主 と し

て 聖書、英語、漢文などを教 えて い た。学生数 は、
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設立 当時は 27 名で あ っ たが、「庚 申惨変」で 明東・

北
一 ・正東学校が 焼 き払わ れ たた め に 、150人に

増加 した 。 そ の 後 も学生 の 数は 増え、1922年に

は 300余名 とな っ た 。 初め は 、間島各地にあるプ

ロ テ ス タ ン ト系の 教会が 運営する小 学卒業生 が入

学 した が、学校の 名声が 高まっ た ために、宗教に

関係な く募集する よ うにな っ た 。 同校に は 間島だ

けで は な く満州各地、朝鮮半島、ロ シ ア の 沿海州

か ら学生が集 まっ た。そ の 数は沿海州だけで も全

学生 の 10％を占め て い た
31
。

　孔教 会 （儒教）系統 の 学校 に は、大成中学があっ

た。大成 中学 は 1921年 7 月 11 日 に ソ ク ・
フ ァ ジ ュ

ン （石華俊 ：大成儒教 ）、リム
・
チ ャ ン セ （任 昌世 ：

清林教）、カ ン
・

フ ン （姜勳 ：孔 教会 会員）な ど

に よ っ て、延 吉県龍井 で 設立 された。創立 当時の

学 生数 は 50 名で 、教員は 5 名で あ っ た 。 理事及

び教 主はカ ン ・
フ ン が勤めた 。 教科目は学校が儒

教道 徳 を教育の 宗旨と して 「四書五経」、「銘心宝

鑒」な ど の 孔 子 の 封建倫 理思想 を教え る こ とが教

育 の 基本 内容で あ っ た
35
。

　天道教系統 の 学校 には、東 興中学校があ っ た。

東興 中学 はチ ェ
・
イク リ ョ ン （崔翊龍）が各地 の

天道教教 会及び信者たち の協力をえ て 、1921年 4

月 15日に龍井 で 設 立 した学校で あ っ た 。 設立 当

時 の 教員 は 3 名 で 、学生 の 数 は 113名で あ っ た 。

そ の 後 も学生 の 数 は増 え、1922年段階で は、学

生 が 600余名 と な り、教員は 12 名に 増加 した 。

学生 は間島各地か ら集めた天 道教 の 子弟が 中心で

あ り、ロ シ ア の沿海州、満州各地 、朝鮮半島な ど

か らも学生が きた。授業科 目は朝鮮語、算術、英

語、地理、朝鮮歴 史、漢文な どで あり、天 道教に

たい する講義 も行なわ れ て い た
35

。

　こ の ように 、当時の 中等教育機関の 設立は各宗

教団体に よ っ て行なわ れ た 。 また 、そ の 運動 の 中

心地 は延吉県龍井で あっ た 。 そ の 理 由は、当時龍

井は局子街 となら ん で 朝鮮人が
一番多 く居住 して

い た ため、朝鮮人に と っ て 教育、文化事業や 宗教

活動の 中心地 とな っ た か らで ある。当時 （1922年）

龍井で は、中学校が 明東 ・正東 ・永新 ・恩眞・東興 ・

大成 など 6 ヵ 所 も存在 して い た
37

。 こ れ は、間島

だけで な く満州全域 をみ て もは る か に良い 教育環

境で あ っ た 。 中学校 に進学するため に龍井地域に

移住す る者が多か っ た。

　 1923年 8 月 20日に、600余名 の 民 族 学校 関係

者 に よる 「間島朝鮮 人教育協会 1 が設立 された
3S
。

同協会は、朝鮮 人 の 教育統一
と発展 の ため に、 

各小学校 の 学制統
一
件、  各小学校 の 教科書統

一

件、  小学校教員養i成の 件、  中学校 以上 の 教

育機 関設置の 件、な どを趣 旨とした 。 同協会は 、

1924年 4 月 19 日 か ら 2 日間、局子街 の 協成中学

校で朝鮮人教育者大会を ひ らい た 。 朝鮮人教育 の

統
一

の 決議案を採択 して 、間島地域 の 学制統
一

と

民族学校の 相互協力 をはか っ た 。 決議 した 13項

目の うちの 要点は 次の 4 点で あ っ た 。   学制は 6

年制 と し、翌 年新学期 （1924年 4 月 1 日）か ら

実施する こ と、  外国語は 中国語 の み を限定 して 、

5 年生 か ら毎週 2 時間毎に教授する こ と、  教科

書は教育研究会が 編纂また は検閲 した もの を使用

する こ と、  教科書は朝鮮語文と漢文と し、教授

用語 は朝鮮語 とす る こ と
39

。

　 1926年 12 月に は 間島の 局子 街に お い て 地域 の

有志 70 人が「民立中学期成会」を結成 した。延吉、

和龍、汪清 の 3県 を巡回 しなが ら、学校設立 の 重

要性 を宣伝 した 。 そ の 宣伝活動は在問朝鮮人 に支

持をえた 。 期成会は 3 県に居住する朝鮮人 7 万戸

に毎年 20〜 30元 の 寄付 をうけ、そ の 寄付金 を教

育費と して 使用 した
4°
。協会 は 「講演 隊」を組 織

し、農村 の 冬期休暇な どを利用 して 農村啓蒙運動

に も力 を入れ て い た
41
。協会で は小学 の 学制 と教

科書 の 統一
とともに 民族学校 の 設立 も 目標 に お い

て活動 して い た。

　以上 の 教育機関 が実 際の 教育現場 に お い て もっ

とも重要視 し た の は 、国語 （朝鮮語 ）、歴 史、地

理 な どの教育で あ っ た 。 それ は 、学生 にた い する

民族意識 の高揚 と 「独立思想」を高め る役割 を も

つ 科 目 で あっ た か ら で あ る 。 満州地域 の 民族学校
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「表 4 」 日本が不穏書として 指定 した教科書

本 名 著者 発行 日 本名 著者 発行日

  初等小学 （4 冊 ） 国民教育会 1906．5   大 東歴 史 崔 景煥 1905

  幼 年 必読 玄采 1907．5．5   歴 史輯 略 金 澤榮 1905．10

  高等小学読本 徽文義塾 1907，   大 東歴 史略 国 民教 育会 1906

  最新初等 小学 鄭寅琥 1908．7   新 訂 東国歴 史 元 泳 義 ・兪瑾 1906．12

  初等 小学 普成館 1908．7   越 南亡 国 史 玄 采 1907、5．27

  中等 修身 徽文義 塾 1906．7   東 西洋 歴史 玄采 1907

  高等 小学 修 身 徽文義塾 1907．8   萬国 史記 玄 采

  初等小学 修身 柳瑾   大 東歴 史略 兪 星濬 1908．4

  吾讐 不 忘 桂奉 禹 1912   中等東 国史略 玄 采 1908．7

  新纂唱歌 集 明東学校 1913．3．19   初等 大韓歴 史 鄭 寅琥 1908．7

  少年 唱歌 友文館 1919，6．24   大 韓 国史 鄭 寅琥 1908．7

◎大韓地誌 玄采 1899．12   普 通 東 国歴 史 玄 采 1909．9

◎大韓新地 誌 張志淵 τ907．6．15   最 新東国史 ハ ル ビ ン普文 社 1917

  東 国歴史 玄采 …899，9   最 新 東 国史 桂 奉 禹 1917

  20世 紀朝 鮮論 金大 熙   神 壇 民史 金教獻 1923

◎大東歴 史 鄭喬 1905   最新大韓歴 史 ハ ル ・バ ト

（注 ）  ＝朝 鮮 語 教科書   ＝歴 史教科書、◎＝地理 教 科書、  ＝修身教科書、  ＝唱 歌 教 科書 を 示 す。な お、上 記 の 教科書以

　 外 に朝 鮮入民 族学校で 使用 されて い た教科書 は次の 通 りで ある。朝鮮語 教科書で は、r初 等小 学読本』 『JIN学読本』 r国 語読本』

　 r高等 小 学 』 r新 編 初 等 小 学読本』 『大韓文典』 r童蒙先習』 丁詩文読本』 （崔南善著） r湧 き 出る泉』 （明 東学校」 920年代） 『農

　 民 読 本 』 （1930年代） な どが あ っ た。歴 史教科 書で は、『東洋歴 史3r 新 韓 独 立 史 』 『朝 鮮 歴 史 』 （尹 和 洙著 ） 『大韓歴 史』 r大

　東青史』 i国史』 （1916 年） r朝鮮歴 史要領 』 （1923 年） 丁朝鮮 歴 史大 全 』 （1928年 ） r朝 鮮 人 』 （1932 年）な ど数 多 くの 教科

　書が 存在 して い た。唱 歌教科書 は r新歌曲集 （新纂唱歌集 ）』 （1913 年 3 月） 『最新 唱歌集 』 （光成 中学校、1914 年 7 月）な

　 どが あ っ た。
（出所）高橋濱 吉 著 『朝 鮮 教 育史 考』 京城、帝国地方行 政学会朝鮮 本部、1927 年、pp．183 〜184。姜徳相編 r現代 史資料』 27、
　 み す ず 書 房、19ア2 年、qp．131 〜135。朴州信著 2000，　 r間 島韓 人の 民 族 教 育運 動 史 』 ソウ ル、亜 細 亜 文 化 社、2000 年、　 pp．

　 465〜507よ り作成。

で は依然 と して 『吾讐不忘』、『幼年必読』、「最新

東国史』、『大韓地誌』などを教えて い たが、朝鮮

総督府は こ れ らをすで に不穏書籍 と して 扱い 、朝

鮮半島で は発刊 や 購読 さえも禁止 した
42

。 当時朝

鮮総督府が不穏教科書と して 指定 したの は「表 4 」

の 通 りで あ る。

　「表 4 」の 教 科書 の うち、ほ とん どの 朝鮮人民

族が使用 した教科書は桂奉禹の 『吾讐不忘』で あっ

た 。 こ の 本で は、新羅、百済、高麗 の 日本 との 関

係か ら 1910年の 韓 国併 合 ま で の 日本の 朝鮮侵略

過 程を述べ られ て い た
43
。また、ア ン ・ジ ュ ン グ

ン （安重根）、ア ン ・チ ャ ン ホ （安昌浩）、リ
・

ド

ン フ ィ （李東輝）の 抗 日活動 など、は げしい 反日

宣伝 の 内容が 含まれ て い た。す なわち、「吾讐不忘』

は修身教科 書 と して使用 され て い て も、歴 史教科

書と同様な もの で あっ た 。

おわ りに

　本稿で は、中華民 国初期 の 間島にお け る 中国政

府の 朝鮮人 に たい す る教育政策 と、それに対応す

る朝鮮人 の民族教育運動 につ い て考察 した 。

　こ の時代の対朝鮮 人教育政 策 で は 、中華民 国中

央政府の 教育方針が 地方政府 の 独 自の 方針に任せ

て い た。それ ゆ え、中央 の 教育制 度、地方政府 の

教育制度、民族地 区 の 教育制 度 の 3層 の 共通点 と

相違点 をあきらか に する こ とは、困難 である 。 但

し、こ の 3 層 の
一

貫 した方針は、主 に 朝鮮 人を 日
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本の 支配下か ら切 り離す ため に、中国 の 学制下 に

統一
をはかる もの であ っ た 。 つ ま り、当時 の 中国

側 は、依然 として 間島問題 の 解 決
一

つ に朝鮮人 の

「向背如何」に係 り、朝 鮮人 の 懐 柔 に は教 育政策

にある と信 じて い た 。 そ の対策として 、教育で は

中国 の学制 による統制が行な い 、法制面で は朝鮮

人 の 中国へ の帰化 を促進 させ る とい う方策が進め

られ て い た。

　民 国政府 の 教育政策は 「教育弁法」 と 「墾民教

育省費補助弁法」 を公布 し、朝鮮人私立学校を民

国 の学制下 に 管理 する と共に 、中国語教育を通 し

て 朝鮮人 の 同化をはか ろ うと した 。 そ の 対象 と

な っ た の は、宗教学校や 日本学校 な どを除 い た、

ほ とん どの私立学校で あっ た 。 しか し、朝鮮 人学

生 に たい する 同化教育 も教育設備、教員、教科書 、

教育方法が確立 して お らず、学生 を中国官立学校

に 入学 させ る だけに留ま っ て い た 。

　そ の ため に 、20 年代に 入 っ て か ら朝鮮 人 民族

教育運動が展開 され た 。 こ の 運動は主に 「民族陣

営」団体 と宗教団体に よ っ て 行わ れ た。運動 は、

  中等教育を中心 と し た教育機関の 設置、  学制

統
一、  教科書統

一
な どに重点 をお い て展開され

た 。 運動に よっ て 中等教育機関が次々 と設立 され

る ように な っ た。また、実際の教育現場で は学生

に た い する民族意識の 高揚 と 「独立思想」 を高め

る ため に、朝鮮語、朝鮮歴 史などの科 目が 重要視

された 。

　以上 に述べ た よ うに 、日中両国 は それぞれ朝鮮

人を自分の支配下 にお こ うとする政策をと っ て き

た 。 そ の た め 、朝鮮人教育は 中国 と 日本 との 狭 間

の 中に お かれ、両 国 の 教育関与 を受け つ づ けた。

当時中国 の対朝鮮人教育の 特徴 の
一

つ は、朝鮮人

教員 の 比率 も高 く、学生 数も朝鮮 人学生 が中国人

学生 よ り多か っ たが、ほ とん どが初等教育に と ど

まっ て い た。こ れは 日本側 も同様で あっ た 。 また、

朝鮮 人学生 は初等科に多 く、中国人学生 は高等科

に多 い とい う現象がみ られる。こ の こ とは、中国

側 の 朝鮮 人学生 に た い する教育が中国語教育に 集

中 して い た結果で あっ た 。 さらに 、初等教育機関

に比 べ て 中等教育機関が少なか っ た 。 その た め に 、

朝鮮人民族教育運動が行なわれ た 。
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1　間島は、東間 島、西 間 島、北 間 島を含む 旧満 州一帯

　を指 す 朝 鮮 側 か らの 呼 称 で あ る。西 間 島 は 鴨緑 江 上 流

北 岸 部、北 間 島 は 豆 満 （図們 ） 江 北 方 の
一

帯 を い い 、

　東間 島は 、白 頭 （長 白 〉山 北 方 の
一帯 を指 す。今 日、

　延辺 朝 鮮 族 自治 州 は ほ ぼ 東 間 島 と
一

部 の 北 間 島 に あ た

　る とこ ろ で あ る。本 稿 で は こ の 地域 に 居 住 して い る朝

　鮮人 を対象 とする。

2 　槻木瑞生 氏の 研究 と して は、「中国吉林 省 龍井 村 の 朝

　鮮 人学校」（『国立 教育研究所紀要』第 121集、1992年）、

　「中 国近 代教育の 発生 と私es　一中国間島に お ける 近 代的

学校の 発 生 一
」（「束ア ジア 研 究』第 24号、1999年 ）、「中

　国 間島に お け る 朝鮮族学校の 展開
一1910年代 か ら 1920

　年代 初 頭 に か け て 一」 （『東ア ジ ア 研 究』第 25 号、大 阪

経 済法 科 大 学、1999年 ）な ど が あ る 。 竹中憲
一
氏 の 研

究 と して は 『「満 州」に お ける 教育の 基礎的研究』第 5 巻、

　柏 書 房、2000年 が あ り、朴龍玉 氏 に は 「中 国 にお け る

　朝鮮 族私 立学校 の 形 成発農 と その 教育課程の 特質
一

『9・

　工8事 変 』以前 の 民 族 教科 内容 の 考 察 を 中心 に
一
」（『名

　古屋 大学 教 育学部 紀 要』第 45巻 第 2号 、1998年）が ある 。

3　 「1912 年 の 延 吉道 教育 行政 会議 の 決 議案」（北 京大学

　朝鮮 文化砥 究 所 編 〔中国朝 鮮民 族 文 化 史大系 4 〕「教育

　史』北京、民族 出 版社、1997 年 p．69再引 ）。

4 　 「官 立 学 校調 査 表」 （朝 鮮 総督 府 編 「国境 地 方視 察復

命書』、1915年、pp，83〜84） を参照。

5 　 こ れ ら の 具 体的 な情 況 に つ い て は、拙 稿 「清 末 に お

　ける 中国東北 部の 朝鮮民 族 教 育 と 日中両 国政 府 の 教 育

　関与」（『現代中国』第 75号、日本現 代 中 国学会、2GOI年 ）

　を参照 され たい 。

6　前掲書、『国境 地方 視 察復命 書』、p．82。

7 　特 に 「南 満 州 及 び 東部 内 蒙古 に 関 す る 条約」の うち、

　第 2 条 の 「日 本 臣 民 は甫 満 州 で 、各 種 の 商業、工 業 に

　利 用 す る ため の 建 物 の 建 設、あ る い は 農業 用 に必 要 な

土 地 を租借す る こ と を許可 され る もの とす る」 と、第

　3 条 の 「日 本臣民 は 南満州 に 立 ち入 り、旅 行 し、居 住 し、

　商業、工 業そ の 他、各種 の 企 業 に 従事 す る 自 由 を享 有

　する 」 とい う規 定が問 題 に なっ た．「21 ヵ 条条 約 」の 全

　文は、千敬化著 『韓国 人民 族教 育 運 動 史研 究』 ソ ウル、

　白山出版社、p．509 を参照。

8 　1909年 9 月 4 日 の 「間島協約」（1909年） に よ っ て、

　朝鮮 人 の 治外法権 は龍 井 村、局 子 街、頭 道溝、百 草満

　に 限 定 さ れ て い た。そ の た め、「21 ヵ 条 条 約 」 が 移 住

　朝鮮 人 に 適 応 さ れ る と、その 範 囲 が 間 島全 体 に 及 ぶ こ

　と に な り、結果 的 に は 中 国の 間 島 統 治 は不 可 能 に な っ

　て し ま う可能 性が 高 い の で あ る．一
方 日本 は 「南満 州 」

　の 範囲を 間島に ひ ろ げ れ ば、朝 鮮 人 の 治外 法 権 お よび

　中 国 の 主権侵害 に つ なが る こ と に な る。ま た 間島 に住

　む 朝鮮人 8 割 に 治外法権が 及ぶ こ と に なる と、中 国 の

　間 島統治は 不 可 能 に なっ て し ま う。一
方 日本 は間 島 に

住 む 朝鮮 人 に た い して 司 法権、行 政 権 を 行使 で き る よ

　うに な る 。 す な わ ち、「南満 州 」 の 範 囲 を 間島 に ひ ろ げ

　れ ば、中 国 の 主 権 侵 害 につ なが る こ とに な る ． 間 島で

　は 間 島 臨 時 派 出所 時 代 か ら朝鮮 人 の 親 日 団体 で あ る
一

　進 会 に よ っ て 、清 国 へ の 納 税 拒 否、未 開 拓 地 の 占有、

　小 作 料 の 不 払 い な ど が 起 こ っ て い た 。 当 時、教 育 以 外

　 に 中国 が 問 題 に して い た こ と は、朝鮮 人 の 土 地 所 有 率

　で あ っ た。間 島に お け る朝鮮 人 の 土 地所有率 は すで に

　40％ に な っ て い た 。 「間島協約」の 全文につ い て は、「明

　治 42年 9 月 4 日、間 島 二 関 ス ル 日清協約 」（外 務 省編
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Nationalist education  movement  and  Education

        during the KANDO  in early stages  of thepolicy

 for Korean people
Republjc of China

KWEON  Youngjun  (Niigata Wernen's College}

   This paper  considers  the Nationalist educa-

tion movement  and  Education policy for Korean

people  of  China government  during the KANDO

in the early  stages  of  the Republic of  China. Ja-

pan and  China developed the policy which  tried

to put Koreans under  its rule. China proclaimed
''the

 educational  rnethod  for unifying  Koreans"',

and  the 
''cost

 assisting  method  for Korean educa-

tion'', and  it tried to achieve  Koreans' assimila-

tion through  Chinese educatien  while  it managed

the Korean  private schools  under  the Chinese

educational  system.  Therefore, Korean Nation-

alist education  movement  was  enacted.  This

movernent  was  mainly  carried  out  by National-

ist groups and  religious  groups. It was  carried

out  with  emphasis  on  the establishment  of  the

educational  facilities consisting  mainly  of second-

ary  education,  educational  system  unification,

textbook  unification,  etc. Secondary education  or-

ganization was  established  one  after  another  by

this Nationalist education  movement.  Moreover,

actual  schools,  in order  to raise''  independent

thought'' of  national  consciousness  to students,

Korean language, Korean history, etc  were  main-

ly taught.


